
療養費支給申請・注意事項 ミツバ健康保険組合

◎ 対象者､対象月､入院､外来､調剤

それぞれで申請してください

◎ 提出資料は返却できません

⓵ 対象に「〇」

 [被保険者] ＝ 本人

 [家　　族] ＝ 本人以外(被扶養者)

 

⓶ 被保険者(本人)名義の口座

⓷ [業務上(通災含)による疾病]は､

健康保険の使用対象外のため､

事業所へ確認してください

⓸ 装具の場合は

 採寸～装着までの受診期間

⓹ 申請金額(領収証の金額)

装具は装具の金額

㊟装具､眼鏡は使用期間が定められて

　いますので､使用期間内の申請は

　対象外となります

⓺ 装具､輸血等の申請で

証明書が添付できない場合は､

⑥に医師の記入を受けてください

⓻ (2ページ目)

● 申請者が記入する書面ではありません

〇 装具､眼鏡以外で､10割負担した時に

[診療報酬明細書]※の発行が受けられない場合は

⑦に医療機関の内容証明を受けてください

※)薬局分は[調剤報酬明細書]

 ㊟会計時に渡される[診療明細書]や[医療費

　 明細書]では内容が不足しているため､代用

　 できません
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◎以前の健康保険資格で誤受診した療養費申請の添付資料(下記すべて)

・診療報酬明細(レセプト)

・以前の健康保険へ返納した時の領収証(原紙)

㊟対象者の氏名が明記されていない場合､対象者についての

支払いであることが確認できる書面の写し(返納通知､案内等)
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